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介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案要綱 

 

一 総則 

 １ 目的（第１条関係） 

   この法律は、介護・障害福祉従事者の賃金の改善のための特別の措置等を定めること

により、優れた人材を確保し、もって要介護者等並びに障害者及び障害児に対するサー

ビスの水準の向上に資することを目的とすること。 

 

 ２ 定義（第２条関係） 

  ⑴ この法律において「介護・障害福祉事業者等」とは、次に掲げる者をいうこと。 

   ① 介護保険法の指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居

宅介護支援事業者、介護保険施設の開設者、指定介護予防サービス事業者、指定地

域密着型介護予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに基準該当居

宅サービスを行う事業所の設置者及び基準該当介護予防サービスを行う事業所の

設置者 

   ② 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の指定障害福祉

サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者並びに基準該当事業所の設置者

及び基準該当施設の設置者 

   ③ 児童福祉法の指定障害児通所支援事業者及び指定障害児入所施設の設置者並び

に基準該当通所支援を行う事業所の設置者 

   ④ ①～③のほか、これらの者に類する者として政令で定めるもの 

  ⑵ この法律において「介護・障害福祉従事者」とは、介護・障害福祉事業者等の従業

者であって専ら当該介護・障害福祉事業者等が行う介護保険法の保険給付に係る保健

医療サービス又は福祉サービス、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律の障害福祉サービス、児童福祉法の障害児通所支援又は障害児入所支援そ

の他の保健医療サービス又は福祉サービスのうち政令で定めるものに従事するもの

として政令で定めるものをいうこと。 

 

 ３ 基本理念（第３条関係） 

  ⑴ 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、介護・障害福祉従事者が、要介護者等並び

に障害者及び障害児が可能な限り自立した生活を営むことができるようにしてその

生活の質を維持向上させること、要介護者等並びに障害者及び障害児の家族が介護の

ために離職を余儀なくされるという事態が生じないようこれらの者の家族の負担を

軽減させること等の重要な役割を担っているという基本的認識の下に行われなけれ

ばならないこと。 
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  ⑵ 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、⑴の基本的認識の下に、その賃金が他の業

種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者

が従事する業務が身体的及び精神的負担の大きいものであること等に鑑み、介護・障

害福祉従事者の将来にわたる職業生活の安定及び離職の防止を図ることを旨として、

行われなければならないこと。 

  ⑶ 介護・障害福祉従事者の人材の確保は、⑴の基本的認識の下に、介護・障害福祉従

事者が要介護者等並びに障害者及び障害児に対して質の高いサービスを提供するた

めには介護・障害福祉事業者等において介護・障害福祉従事者を支援する体制の充実

が必要不可欠であることを踏まえて行われなければならないこと。 

 

 

二 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給 

 １ 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給（第４条関係） 

  ⑴ 都道府県知事は、介護・障害福祉従事者及びその他の介護・障害福祉事業者等の従

業者（⑶において「介護・障害福祉従事者等」という。）の賃金を改善するための措

置を講ずる介護・障害福祉事業者等に対し、その申請に基づき、当該措置に要する費

用に充てるための助成金（以下「介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金」という。）

を支給すること。 

  ⑵ 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給の要件、額、申請の方法その他介護・

障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に関し必要な事項は、政令で定めること。 

  ⑶ ⑵の政令を定めるに当たっては、一３の基本理念を踏まえるとともに、介護・障害

福祉従事者等が従事する業務の種類、介護・障害福祉事業者等における介護・障害福

祉従事者等の職責等に応じた処遇の体系、他の業種に属する事業に従事する者の平均

的な賃金水準等を勘案し、かつ、⑴の申請に係る介護・障害福祉事業者等の負担に配

慮するものとすること。 

  ⑷ ⑶のほか、⑵の政令において介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の額を定める

に当たっては、必要な財源を確保しつつ、段階的に引き上げるものとすること。 

 

 ２ 介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支払に関する事務の委託（第５条関係） 

   都道府県知事は、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支払に関する事務を国民

健康保険団体連合会に委託することができること。 

 

 ３ 不正利得の徴収（第６条関係） 

   偽りその他不正の手段により介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給を受けた

者があるときは、都道府県知事は、国税徴収の例により、その者から、その支給を受け

た介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の額に相当する金額の全部又は一部を徴収す

ることができること。 
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 ４ 交付金（第７条関係） 

  ⑴ 国は、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金の支給に要する費用の全額に相当す

る金額を都道府県に交付すること。 

  ⑵ 国は、毎年度、予算の範囲内で、介護・障害福祉従事者等処遇改善助成金に関する

事務の執行に要する費用に相当する金額を都道府県に交付すること。 

 

 

三 介護・障害福祉従事者の人材確保に関するその他の措置 

 １ 介護報酬の基準及び障害福祉サービス等報酬の基準を定めるに当たっての配慮（第８

条関係） 

   厚生労働大臣は、介護・障害福祉従事者の人材を確保して、要介護者等並びに障害者

及び障害児に対する質の高いサービスの提供を確保するためには、介護・障害福祉従事

者が、将来にわたり介護・障害福祉従事者としての職業生活を設計できるようにするこ

とが必要であることに鑑み、介護報酬の基準及び障害福祉サービス等報酬の基準を定め

るに当たっては、小規模の介護・障害福祉事業者等を含む全ての介護・障害福祉事業者

等のサービスの提供の安定的な継続並びに介護・障害福祉従事者の賃金の改善による将

来にわたる職業生活の安定及び離職の防止に資するよう配慮しなければならないこと。 

 

 ２ 適切な就業環境の維持等（第９条関係） 

  ⑴ 介護・障害福祉事業者等は、一３の基本理念にのっとり、介護・障害福祉従事者の

適切な就業環境を維持するよう努めるものとすること。 

  ⑵ 国及び地方公共団体は、広報活動等を通じて、⑴の就業環境の維持に関する国民の

理解を深めるよう努めなければならないこと。 

 

 

四 施行期日等 

 １ 施行期日（附則第１条関係） 

   この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行すること。ただし、三

は、公布の日から施行すること。 

 

 ２ この法律の廃止（附則第２条関係） 

   この法律は、介護保険制度並びに障害者及び障害児に対する保健医療サービス及び福

祉サービスに係る制度について見直しが行われ、介護・障害福祉従事者に関し、優れた

人材の確保に支障がなくなったときは、廃止するものとすること。 

 

 ３ その他 

   その他所要の規定を設けること。 


